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地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

地
方
自
治
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
の
手
数
料
に
つ
い
て
全
国
的
に
統
一
し
て

地
方
自
治
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
の
手
数
料
に
つ
い
て
全
国
的
に
統
一
し
て

定
め
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
務
（
以
下

定
め
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
務
（
以
下

「
標
準
事
務
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
項
の
当

「
標
準
事
務
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
項
の
当

該
標
準
事
務
に
係
る
事
務
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
手
数
料
を
徴
収
す

該
標
準
事
務
に
係
る
事
務
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
手
数
料
を
徴
収
す

る
事
務
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
標
準
事
務
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

る
事
務
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
標
準
事
務
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
同
表
の
中
欄

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
手
数
料
を
徴
収
す
る
事
務
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金

に
掲
げ
る
手
数
料
を
徴
収
す
る
事
務
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金

額
と
す
る
。

額
と
す
る
。

標

準

事

務

手
数
料
を
徴
収
す
る
事
務

金

額

標

準

事

務

手
数
料
を
徴
収
す
る
事
務

金

額

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

風
俗
営
業
等

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

九
千
九
百
円

十
二

風
俗
営
業
等

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

一
万
千
円

の
規
制
及
び
業
務

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法

の
規
制
及
び
業
務

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法

の
適
正
化
等
に
関

律
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

の
適
正
化
等
に
関

律
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

す
る
法
律
第
九
条

基
づ
く
営
業
所
の
構
造
又
は

す
る
法
律
第
九
条

基
づ
く
営
業
所
の
構
造
又
は

第
一
項
の
規
定
に

設
備
の
変
更
の
承
認
の
申
請

第
一
項
の
規
定
に

設
備
の
変
更
の
承
認
の
申
請

基
づ
く
営
業
所
の

に
対
す
る
審
査

基
づ
く
営
業
所
の

に
対
す
る
審
査

構
造
又
は
設
備
の

構
造
又
は
設
備
の

変
更
の
承
認
に
関

変
更
の
承
認
に
関

す
る
事
務

す
る
事
務

十
三

風
俗
営
業
等

１

風
俗
営
業
等
の
規
制
及

一
万
三
千
円
（
当
該
申
請

十
三

風
俗
営
業
等

１

風
俗
営
業
等
の
規
制
及

一
万
五
千
円
（
当
該
申
請

の
規
制
及
び
業
務

び
業
務
の
適
正
化
等
に
関

を
行
う
者
が
当
該
都
道
府

の
規
制
及
び
業
務

び
業
務
の
適
正
化
等
に
関

を
行
う
者
が
当
該
都
道
府

の
適
正
化
等
に
関

す
る
法
律
第
十
条
の
二
第

県
に
お
い
て
同
時
に
他
の

の
適
正
化
等
に
関

す
る
法
律
第
十
条
の
二
第

県
に
お
い
て
同
時
に
他
の

す
る
法
律
第
十
条

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
特

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び

す
る
法
律
第
十
条

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
特

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び

の
二
第
一
項
、
第

例
風
俗
営
業
者
の
認
定
の

業
務
の
適
正
化
等
に
関
す

の
二
第
一
項
、
第

例
風
俗
営
業
者
の
認
定
の

業
務
の
適
正
化
等
に
関
す



- 2 -

三
項
及
び
第
五
項

申
請
に
対
す
る
審
査

る
法
律
第
十
条
の
二
第
一

三
項
及
び
第
五
項

申
請
に
対
す
る
審
査

る
法
律
第
十
条
の
二
第
一

の
規
定
に
基
づ
く

項
の
規
定
に
基
づ
く
認
定

の
規
定
に
基
づ
く

項
の
規
定
に
基
づ
く
認
定

特
例
風
俗
営
業
者

の
申
請
を
行
う
場
合
に
お

特
例
風
俗
営
業
者

の
申
請
を
行
う
場
合
に
お

の
認
定
に
関
す
る

け
る
当
該
他
の
同
項
の
規

の
認
定
に
関
す
る

け
る
当
該
他
の
同
項
の
規

事
務

定
に
基
づ
く
認
定
の
申
請

事
務

定
に
基
づ
く
認
定
の
申
請

に
係
る
審
査
に
あ
っ
て
は

に
係
る
審
査
に
あ
っ
て
は

、
一
万
円
）

、
一
万
千
七
百
円
）

２

（
略
）

２

（
略
）

十
四
・
十
四
の
二

（
略
）

十
四
・
十
四
の
二

（
略
）

十
四
の
三

風
俗
営

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

次
に
掲
げ
る
当
該
審
査
の

十
四
の
三

風
俗
営

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

次
に
掲
げ
る
当
該
審
査
の

業
等
の
規
制
及
び

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

業
等
の
規
制
及
び

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

業
務
の
適
正
化
等

律
第
三
十
一
条
の
二
十
二
の

次
に
定
め
る
金
額
（
当
該

業
務
の
適
正
化
等

律
第
三
十
一
条
の
二
十
二
の

次
に
定
め
る
金
額
（
当
該

に
関
す
る
法
律
第

規
定
に
基
づ
く
特
定
遊
興
飲

申
請
を
行
う
者
が
当
該
都

に
関
す
る
法
律
第

規
定
に
基
づ
く
特
定
遊
興
飲

申
請
を
行
う
者
が
当
該
都

三
十
一
条
の
二
十

食
店
営
業
の
許
可
の
申
請
に

道
府
県
に
お
い
て
同
時
に

三
十
一
条
の
二
十

食
店
営
業
の
許
可
の
申
請
に

道
府
県
に
お
い
て
同
時
に

二
の
規
定
に
基
づ

対
す
る
審
査

他
の
風
俗
営
業
等
の
規
制

二
の
規
定
に
基
づ

対
す
る
審
査

他
の
風
俗
営
業
等
の
規
制

く
特
定
遊
興
飲
食

及
び
業
務
の
適
正
化
等
に

く
特
定
遊
興
飲
食

及
び
業
務
の
適
正
化
等
に

店
営
業
の
許
可
に

関
す
る
法
律
第
三
十
一
条

店
営
業
の
許
可
に

関
す
る
法
律
第
三
十
一
条

関
す
る
事
務

の
二
十
二
の
規
定
に
基
づ

関
す
る
事
務

の
二
十
二
の
規
定
に
基
づ

く
許
可
の
申
請
を
行
う
場

く
許
可
の
申
請
を
行
う
場

合
に
お
け
る
当
該
他
の
同

合
に
お
け
る
当
該
他
の
同

条
の
規
定
に
基
づ
く
許
可

条
の
規
定
に
基
づ
く
許
可

の
申
請
に
係
る
審
査
に
あ

の
申
請
に
係
る
審
査
に
あ

っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

金
額
か
ら
八
千
七
百
円
を

金
額
か
ら
八
千
円
を
減
じ

減
じ
た
金
額
）

た
金
額
）

イ

（
略
）

イ

三
月
以
内
の
期
間
を

限
っ
て
営
む
風
俗
営
業

等
の
規
制
及
び
業
務
の

適
正
化
等
に
関
す
る
法

律
第
三
十
一
条
の
二
十
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二
の
規
定
に
基
づ
く
特

定
遊
興
飲
食
店
営
業
の

許
可
の
申
請
に
係
る
審

査

一
万
四
千
円
（
同

法
第
三
十
一
条
の
二
十

三
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
条
第
三
項
の

規
定
が
適
用
さ
れ
る
営

業
所
に
つ
き
当
該
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る

当
該
申
請
に
係
る
審
査

に
あ
っ
て
は
、
二
万
八

百
円
）

ロ

（
略
）

ロ

そ
の
他
の
審
査

二

万
四
千
円
（
風
俗
営
業

等
の
規
制
及
び
業
務
の

適
正
化
等
に
関
す
る
法

律
第
三
十
一
条
の
二
十

三
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
条
第
三
項
の

規
定
が
適
用
さ
れ
る
営

業
所
に
つ
き
同
法
第
三

十
一
条
の
二
十
二
の
規

定
に
基
づ
く
許
可
の
申

請
を
行
う
場
合
に
お
け

る
当
該
申
請
に
係
る
審

査
に
あ
っ
て
は
、
三
万

八
百
円
）

十
四
の
四
～
十
五

（
略
）

十
四
の
四
～
十
五

（
略
）

十
六

消
防
法
第
十

１

（
略
）

十
六

消
防
法
第
十

１

（
略
）
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一
条
第
一
項
前
段

２

消
防
法
第
十
一
条
第
一

イ
・
ロ

（
略
）

一
条
第
一
項
前
段

２

消
防
法
第
十
一
条
第
一

イ
・
ロ

（
略
）

の
規
定
に
基
づ
く

項
前
段
の
規
定
に
基
づ
く

ハ

準
特
定
屋
外
タ
ン
ク

の
規
定
に
基
づ
く

項
前
段
の
規
定
に
基
づ
く

ハ

準
特
定
屋
外
タ
ン
ク

危
険
物
の
製
造
所

貯
蔵
所
の
設
置
の
許
可
の

貯
蔵
所
（
岩
盤
タ
ン
ク

危
険
物
の
製
造
所

貯
蔵
所
の
設
置
の
許
可
の

貯
蔵
所
（
岩
盤
タ
ン
ク

、
貯
蔵
所
又
は
取

申
請
に
対
す
る
審
査

に
係
る
屋
外
タ
ン
ク
貯

、
貯
蔵
所
又
は
取

申
請
に
対
す
る
審
査

に
係
る
屋
外
タ
ン
ク
貯

扱
所
の
設
置
の
許

蔵
所
を
除
く
。
）
の
設

扱
所
の
設
置
の
許

蔵
所
を
除
く
。
）
の
設

可
に
関
す
る
事
務

置
の
許
可
の
申
請
に
係

可
に
関
す
る
事
務

置
の
許
可
の
申
請
に
係

る
審
査

五
十
七
万
円

る
審
査

五
十
三
万
円

ニ

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

ニ

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

蔵
所
（
浮
き
屋
根
を
有

蔵
所
（
浮
き
屋
根
を
有

す
る
特
定
屋
外
貯
蔵
タ

す
る
特
定
屋
外
貯
蔵
タ

ン
ク
の
う
ち
総
務
省
令

ン
ク
の
う
ち
総
務
省
令

で
定
め
る
も
の
に
係
る

で
定
め
る
も
の
に
係
る

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵

所
（
ホ
に
お
い
て
「
浮

所
（
ホ
に
お
い
て
「
浮

き
屋
根
式
特
定
屋
外
タ

き
屋
根
式
特
定
屋
外
タ

ン
ク
貯
蔵
所
」
と
い
う

ン
ク
貯
蔵
所
」
と
い
う

。
）
、
浮
き
蓋
付
き
の

。
）
、
浮
き
蓋
付
き
の

特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク

特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク

の
う
ち
総
務
省
令
で
定

の
う
ち
総
務
省
令
で
定

め
る
も
の
に
係
る
特
定

め
る
も
の
に
係
る
特
定

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
（

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
（

ホ
に
お
い
て
「
浮
き
蓋

ホ
に
お
い
て
「
浮
き
蓋

付
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

付
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

蔵
所
」
と
い
う
。
）
及

蔵
所
」
と
い
う
。
）
及

び
岩
盤
タ
ン
ク
に
係
る

び
岩
盤
タ
ン
ク
に
係
る

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
を

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
を

除
く
。
）
の
設
置
の
許

除
く
。
）
の
設
置
の
許

可
の
申
請
に
係
る
審
査

可
の
申
請
に
係
る
審
査

次
に
掲
げ
る
特
定
屋

次
に
掲
げ
る
特
定
屋

外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
区

外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
区
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分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
金
額

次
に
定
め
る
金
額

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（１）

（１）

大
数
量
が
千
キ
ロ
リ

大
数
量
が
千
キ
ロ
リ

ッ
ト
ル
以
上
五
千
キ

ッ
ト
ル
以
上
五
千
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
の

ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
の

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

蔵
所

八
十
八
万
円

蔵
所

八
十
三
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（２）

（２）

大
数
量
が
五
千
キ
ロ

大
数
量
が
五
千
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
一
万

リ
ッ
ト
ル
以
上
一
万

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

貯
蔵
所

百
七
万
円

貯
蔵
所

百
一
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（３）

（３）

大
数
量
が
一
万
キ
ロ

大
数
量
が
一
万
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
五
万

リ
ッ
ト
ル
以
上
五
万

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

貯
蔵
所

百
二
十
万

貯
蔵
所

百
十
二
万

円

円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（４）

（４）

大
数
量
が
五
万
キ
ロ

大
数
量
が
五
万
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
十
万

リ
ッ
ト
ル
以
上
十
万

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

貯
蔵
所

百
五
十
二

貯
蔵
所

百
四
十
二

万
円

万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（５）

（５）

大
数
量
が
十
万
キ
ロ

大
数
量
が
十
万
キ
ロ



- 6 -

リ
ッ
ト
ル
以
上
二
十

リ
ッ
ト
ル
以
上
二
十

万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未

万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未

満
の
特
定
屋
外
タ
ン

満
の
特
定
屋
外
タ
ン

ク
貯
蔵
所

百
七
十

ク
貯
蔵
所

百
六
十

八
万
円

六
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（６）

（６）

大
数
量
が
二
十
万
キ

大
数
量
が
二
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
三

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
三

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
特
定
屋
外
タ

未
満
の
特
定
屋
外
タ

ン
ク
貯
蔵
所

四
百

ン
ク
貯
蔵
所

三
百

七
万
円

八
十
八
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（７）

（７）

大
数
量
が
三
十
万
キ

大
数
量
が
三
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
四

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
四

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
特
定
屋
外
タ

未
満
の
特
定
屋
外
タ

ン
ク
貯
蔵
所

五
百

ン
ク
貯
蔵
所

五
百

三
十
四
万
円

十
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（８）

（８）

大
数
量
が
四
十
万
キ

大
数
量
が
四
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

蔵
所

六
百
四
十
九

蔵
所

六
百
二
十
九

万
円

万
円

ホ

浮
き
屋
根
式
特
定
屋

ホ

浮
き
屋
根
式
特
定
屋

外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
及
び

外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
及
び

浮
き
蓋
付
特
定
屋
外
タ

浮
き
蓋
付
特
定
屋
外
タ

ン
ク
貯
蔵
所
の
設
置
の

ン
ク
貯
蔵
所
の
設
置
の

許
可
の
申
請
に
係
る
審

許
可
の
申
請
に
係
る
審
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査

次
に
掲
げ
る
浮
き

査

次
に
掲
げ
る
浮
き

屋
根
式
特
定
屋
外
タ
ン

屋
根
式
特
定
屋
外
タ
ン

ク
貯
蔵
所
及
び
浮
き
蓋

ク
貯
蔵
所
及
び
浮
き
蓋

付
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

付
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

蔵
所
の
区
分
に
応
じ
、

蔵
所
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

金
額

金
額

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（１）

（１）

大
数
量
が
千
キ
ロ
リ

大
数
量
が
千
キ
ロ
リ

ッ
ト
ル
以
上
五
千
キ

ッ
ト
ル
以
上
五
千
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
の

ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
の

浮
き
屋
根
式
特
定
屋

浮
き
屋
根
式
特
定
屋

外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
及

外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
及

び
浮
き
蓋
付
特
定
屋

び
浮
き
蓋
付
特
定
屋

外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

百
十
八
万
円

百
十
三
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（２）

（２）

大
数
量
が
五
千
キ
ロ

大
数
量
が
五
千
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
一
万

リ
ッ
ト
ル
以
上
一
万

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

の
浮
き
屋
根
式
特
定

の
浮
き
屋
根
式
特
定

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

及
び
浮
き
蓋
付
特
定

及
び
浮
き
蓋
付
特
定

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

百
四
十
一
万
円

百
三
十
四
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（３）

（３）

大
数
量
が
一
万
キ
ロ

大
数
量
が
一
万
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
五
万

リ
ッ
ト
ル
以
上
五
万

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

の
浮
き
屋
根
式
特
定

の
浮
き
屋
根
式
特
定
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屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

及
び
浮
き
蓋
付
特
定

及
び
浮
き
蓋
付
特
定

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

百
五
十
八
万
円

百
五
十
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（４）

（４）

大
数
量
が
五
万
キ
ロ

大
数
量
が
五
万
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
十
万

リ
ッ
ト
ル
以
上
十
万

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

の
浮
き
屋
根
式
特
定

の
浮
き
屋
根
式
特
定

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

及
び
浮
き
蓋
付
特
定

及
び
浮
き
蓋
付
特
定

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

百
九
十
四
万
円

百
八
十
三
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（５）

（５）

大
数
量
が
十
万
キ
ロ

大
数
量
が
十
万
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
二
十

リ
ッ
ト
ル
以
上
二
十

万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未

万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未

満
の
浮
き
屋
根
式
特

満
の
浮
き
屋
根
式
特

定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵

定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵

所
及
び
浮
き
蓋
付
特

所
及
び
浮
き
蓋
付
特

定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵

定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵

所

二
百
二
十
六
万

所

二
百
十
四
万
円

円
危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（６）

（６）

大
数
量
が
二
十
万
キ

大
数
量
が
二
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
三

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
三

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
浮
き
屋
根
式

未
満
の
浮
き
屋
根
式

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

蔵
所
及
び
浮
き
蓋
付

蔵
所
及
び
浮
き
蓋
付
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特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

蔵
所

四
百
五
十
五

蔵
所

四
百
三
十
五

万
円

万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（７）

（７）

大
数
量
が
三
十
万
キ

大
数
量
が
三
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
四

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
四

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
浮
き
屋
根
式

未
満
の
浮
き
屋
根
式

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

蔵
所
及
び
浮
き
蓋
付

蔵
所
及
び
浮
き
蓋
付

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

蔵
所

五
百
八
十
二

蔵
所

五
百
五
十
七

万
円

万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（８）

（８）

大
数
量
が
四
十
万
キ

大
数
量
が
四
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の

浮
き
屋
根
式
特
定
屋

浮
き
屋
根
式
特
定
屋

外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
及

外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
及

び
浮
き
蓋
付
特
定
屋

び
浮
き
蓋
付
特
定
屋

外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

七
百
七
万
円

六
百
七
十
七
万
円

ヘ

岩
盤
タ
ン
ク
に
係
る

ヘ

岩
盤
タ
ン
ク
に
係
る

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の

設
置
の
許
可
の
申
請
に

設
置
の
許
可
の
申
請
に

係
る
審
査

次
に
掲
げ

係
る
審
査

次
に
掲
げ

る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額

ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（１）

（１）

大
数
量
が
四
十
万
キ

大
数
量
が
四
十
万
キ
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ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
の

ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
の

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

五
百
九
十
三
万
円

五
百
七
十
五
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（２）

（２）

大
数
量
が
四
十
万
キ

大
数
量
が
四
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
五

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
五

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
屋
外
タ
ン
ク

未
満
の
屋
外
タ
ン
ク

貯
蔵
所

七
百
四
十

貯
蔵
所

七
百
二
十

七
万
円

五
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（３）

（３）

大
数
量
が
五
十
万
キ

大
数
量
が
五
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

千
九
十
万
円

千
七
十
万
円

ト
～
ヲ

（
略
）

ト
～
ヲ

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

十
七
～
十
九

（
略
）

十
七
～
十
九

（
略
）

二
十

消
防
法
第
十

１

消
防
法
第
十
一
条
の
二

イ
・
ロ

（
略
）

二
十

消
防
法
第
十

１

消
防
法
第
十
一
条
の
二

イ
・
ロ

（
略
）

一
条
の
二
第
一
項

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

ハ

基
礎
・
地
盤
検
査

一
条
の
二
第
一
項

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

ハ

基
礎
・
地
盤
検
査

及
び
危
険
物
の
規

製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取

次
に
掲
げ
る
特
定
屋
外

及
び
危
険
物
の
規

製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取

次
に
掲
げ
る
特
定
屋
外

制
に
関
す
る
政
令

扱
所
の
設
置
の
許
可
に
係

タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
区
分

制
に
関
す
る
政
令

扱
所
の
設
置
の
許
可
に
係

タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
区
分

第
八
条
の
二
第
七

る
完
成
検
査
前
検
査

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

第
八
条
の
二
第
七

る
完
成
検
査
前
検
査

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

項
の
規
定
に
基
づ

に
定
め
る
金
額

項
の
規
定
に
基
づ

に
定
め
る
金
額

く
危
険
物
の
製
造

危
険
物
の
貯
蔵
最

く
危
険
物
の
製
造

危
険
物
の
貯
蔵
最

（１）

（１）

所
、
貯
蔵
所
又
は

大
数
量
が
千
キ
ロ
リ

所
、
貯
蔵
所
又
は

大
数
量
が
千
キ
ロ
リ

取
扱
所
の
完
成
検

ッ
ト
ル
以
上
五
千
キ

取
扱
所
の
完
成
検

ッ
ト
ル
以
上
五
千
キ

査
前
検
査
に
関
す

ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
の

査
前
検
査
に
関
す

ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
の

る
事
務

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

る
事
務

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

蔵
所

四
十
二
万
円

蔵
所

四
十
一
万
円
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危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（２）

（２）

大
数
量
が
五
千
キ
ロ

大
数
量
が
五
千
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
一
万

リ
ッ
ト
ル
以
上
一
万

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

貯
蔵
所

五
十
六
万

貯
蔵
所

五
十
四
万

円

円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（３）

（３）

大
数
量
が
一
万
キ
ロ

大
数
量
が
一
万
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
五
万

リ
ッ
ト
ル
以
上
五
万

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

貯
蔵
所

七
十
三
万

貯
蔵
所

七
十
万
円

円
危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（４）

（４）

大
数
量
が
五
万
キ
ロ

大
数
量
が
五
万
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
十
万

リ
ッ
ト
ル
以
上
十
万

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

貯
蔵
所

九
十
六
万

貯
蔵
所

九
十
二
万

円

円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（５）

（５）

大
数
量
が
十
万
キ
ロ

大
数
量
が
十
万
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
二
十

リ
ッ
ト
ル
以
上
二
十

万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未

万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未

満
の
特
定
屋
外
タ
ン

満
の
特
定
屋
外
タ
ン

ク
貯
蔵
所

百
九
万

ク
貯
蔵
所

百
四
万

円

円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（６）

（６）

大
数
量
が
二
十
万
キ

大
数
量
が
二
十
万
キ
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ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
三

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
三

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
特
定
屋
外
タ

未
満
の
特
定
屋
外
タ

ン
ク
貯
蔵
所

百
六

ン
ク
貯
蔵
所

百
六

十
六
万
円

十
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（７）

（７）

大
数
量
が
三
十
万
キ

大
数
量
が
三
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
四

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
四

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
特
定
屋
外
タ

未
満
の
特
定
屋
外
タ

ン
ク
貯
蔵
所

百
九

ン
ク
貯
蔵
所

百
八

十
万
円

十
二
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（８）

（８）

大
数
量
が
四
十
万
キ

大
数
量
が
四
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

蔵
所

二
百
十
二
万

蔵
所

二
百
三
万
円

円

ニ

溶
接
部
検
査

次
に

ニ

溶
接
部
検
査

次
に

掲
げ
る
特
定
屋
外
タ
ン

掲
げ
る
特
定
屋
外
タ
ン

ク
貯
蔵
所
の
区
分
に
応

ク
貯
蔵
所
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
金
額

め
る
金
額

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（１）

（１）

大
数
量
が
千
キ
ロ
リ

大
数
量
が
千
キ
ロ
リ

ッ
ト
ル
以
上
五
千
キ

ッ
ト
ル
以
上
五
千
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
の

ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
の

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

蔵
所

五
十
三
万
円

蔵
所

四
十
九
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（２）

（２）
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大
数
量
が
五
千
キ
ロ

大
数
量
が
五
千
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
一
万

リ
ッ
ト
ル
以
上
一
万

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

貯
蔵
所

六
十
八
万

貯
蔵
所

六
十
三
万

円

円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（３）

（３）

大
数
量
が
一
万
キ
ロ

大
数
量
が
一
万
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
五
万

リ
ッ
ト
ル
以
上
五
万

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

貯
蔵
所

百
三
万
円

貯
蔵
所

九
十
九
万

円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（４）

（４）

大
数
量
が
五
万
キ
ロ

大
数
量
が
五
万
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
十
万

リ
ッ
ト
ル
以
上
十
万

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

貯
蔵
所

百
四
十
一

貯
蔵
所

百
三
十
一

万
円

万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（５）

（５）

大
数
量
が
十
万
キ
ロ

大
数
量
が
十
万
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
二
十

リ
ッ
ト
ル
以
上
二
十

万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未

万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未

満
の
特
定
屋
外
タ
ン

満
の
特
定
屋
外
タ
ン

ク
貯
蔵
所

百
七
十

ク
貯
蔵
所

百
七
十

八
万
円

二
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（６）

（６）

大
数
量
が
二
十
万
キ

大
数
量
が
二
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
三

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
三
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十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
特
定
屋
外
タ

未
満
の
特
定
屋
外
タ

ン
ク
貯
蔵
所

三
百

ン
ク
貯
蔵
所

三
百

四
十
三
万
円

三
十
二
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（７）

（７）

大
数
量
が
三
十
万
キ

大
数
量
が
三
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
四

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
四

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
特
定
屋
外
タ

未
満
の
特
定
屋
外
タ

ン
ク
貯
蔵
所

四
百

ン
ク
貯
蔵
所

四
百

十
九
万
円

六
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（８）

（８）

大
数
量
が
四
十
万
キ

大
数
量
が
四
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

蔵
所

四
百
八
十
万

蔵
所

四
百
六
十
五

円

万
円

ホ

岩
盤
タ
ン
ク
検
査

ホ

岩
盤
タ
ン
ク
検
査

次
に
掲
げ
る
屋
外
タ
ン

次
に
掲
げ
る
屋
外
タ
ン

ク
貯
蔵
所
の
区
分
に
応

ク
貯
蔵
所
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
金
額

め
る
金
額

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（１）

（１）

大
数
量
が
四
十
万
キ

大
数
量
が
四
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
の

ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
の

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

九
百
三
十
二
万
円

九
百
十
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（２）

（２）

大
数
量
が
四
十
万
キ

大
数
量
が
四
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
五

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
五
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十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
屋
外
タ
ン
ク

未
満
の
屋
外
タ
ン
ク

貯
蔵
所

千
二
百
六

貯
蔵
所

千
二
百
四

十
万
円

十
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（３）

（３）

大
数
量
が
五
十
万
キ

大
数
量
が
五
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

千
七
百
三
十
万
円

千
七
百
万
円

２

（
略
）

２

（
略
）

二
十
一

消
防
法
第

１

消
防
法
第
十
三
条
の
二

二
千
九
百
円

二
十
一

消
防
法
第

１

消
防
法
第
十
三
条
の
二

二
千
八
百
円

十
三
条
の
二
第
三

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

十
三
条
の
二
第
三

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

項
、
第
十
三
条
の

危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交

項
、
第
十
三
条
の

危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交

三
第
三
項
及
び
第

付

三
第
三
項
及
び
第

付

十
三
条
の
二
十
三

２

（
略
）

十
三
条
の
二
十
三

２

（
略
）

並
び
に
危
険
物
の

３

危
険
物
の
規
制
に
関
す

千
九
百
円

並
び
に
危
険
物
の

３

危
険
物
の
規
制
に
関
す

千
八
百
円

規
制
に
関
す
る
政

る
政
令
第
三
十
五
条
第
一

規
制
に
関
す
る
政

る
政
令
第
三
十
五
条
第
一

令
第
三
十
四
条
及

項
の
規
定
に
基
づ
く
危
険

令
第
三
十
四
条
及

項
の
規
定
に
基
づ
く
危
険

び
第
三
十
五
条
第

物
取
扱
者
免
状
の
再
交
付

び
第
三
十
五
条
第

物
取
扱
者
免
状
の
再
交
付

一
項
の
規
定
に
基

一
項
の
規
定
に
基

づ
く
危
険
物
取
扱

４

消
防
法
第
十
三
条
の
三

イ

甲
種
危
険
物
取
扱
者

づ
く
危
険
物
取
扱

４

消
防
法
第
十
三
条
の
三

イ

甲
種
危
険
物
取
扱
者

者
に
関
す
る
事
務

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

試
験

六
千
五
百
円

者
に
関
す
る
事
務

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

試
験

五
千
円

危
険
物
取
扱
者
試
験
の
実

ロ

乙
種
危
険
物
取
扱
者

危
険
物
取
扱
者
試
験
の
実

ロ

乙
種
危
険
物
取
扱
者

施

試
験

四
千
五
百
円

施

試
験

三
千
四
百
円

ハ

丙
種
危
険
物
取
扱
者

ハ

丙
種
危
険
物
取
扱
者

試
験

三
千
六
百
円

試
験

二
千
七
百
円

５

（
略
）

５

（
略
）

二
十
二

消
防
法
第

消
防
法
第
十
四
条
の
三
第
一

イ

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

二
十
二

消
防
法
第

消
防
法
第
十
四
条
の
三
第
一

イ

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

十
四
条
の
三
第
一

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基

蔵
所
（
岩
盤
タ
ン
ク
に

十
四
条
の
三
第
一

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基

蔵
所
（
岩
盤
タ
ン
ク
に

項
及
び
第
二
項
の

づ
く
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵

係
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵

項
及
び
第
二
項
の

づ
く
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵

係
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
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規
定
に
基
づ
く
特

所
又
は
移
送
取
扱
所
の
保
安

所
を
除
く
。
）
の
保
安

規
定
に
基
づ
く
特

所
又
は
移
送
取
扱
所
の
保
安

所
を
除
く
。
）
の
保
安

定
屋
外
タ
ン
ク
貯

に
関
す
る
検
査

に
関
す
る
検
査

次
に

定
屋
外
タ
ン
ク
貯

に
関
す
る
検
査

に
関
す
る
検
査

次
に

蔵
所
又
は
移
送
取

掲
げ
る
特
定
屋
外
タ
ン

蔵
所
又
は
移
送
取

掲
げ
る
特
定
屋
外
タ
ン

扱
所
の
保
安
に
関

ク
貯
蔵
所
の
区
分
に
応

扱
所
の
保
安
に
関

ク
貯
蔵
所
の
区
分
に
応

す
る
検
査
に
関
す

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

す
る
検
査
に
関
す

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

る
事
務

め
る
金
額

る
事
務

め
る
金
額

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（１）

（１）

大
数
量
が
千
キ
ロ
リ

大
数
量
が
千
キ
ロ
リ

ッ
ト
ル
以
上
五
千
キ

ッ
ト
ル
以
上
五
千
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
の

ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
の

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

蔵
所

三
十
二
万
円

蔵
所

三
十
一
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（２）

（２）

大
数
量
が
五
千
キ
ロ

大
数
量
が
五
千
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
一
万

リ
ッ
ト
ル
以
上
一
万

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

貯
蔵
所

四
十
六
万

貯
蔵
所

四
十
三
万

円

円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（３）

（３）

大
数
量
が
一
万
キ
ロ

大
数
量
が
一
万
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
五
万

リ
ッ
ト
ル
以
上
五
万

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

貯
蔵
所

七
十
五
万

貯
蔵
所

七
十
二
万

円

円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（４）

（４）

大
数
量
が
五
万
キ
ロ

大
数
量
が
五
万
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
十
万

リ
ッ
ト
ル
以
上
十
万

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
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の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

貯
蔵
所

百
二
万
円

貯
蔵
所

九
十
六
万

円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（５）

（５）

大
数
量
が
十
万
キ
ロ

大
数
量
が
十
万
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
二
十

リ
ッ
ト
ル
以
上
二
十

万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未

万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未

満
の
特
定
屋
外
タ
ン

満
の
特
定
屋
外
タ
ン

ク
貯
蔵
所

百
三
十

ク
貯
蔵
所

百
二
十

万
円

一
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（６）

（６）

大
数
量
が
二
十
万
キ

大
数
量
が
二
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
三

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
三

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
特
定
屋
外
タ

未
満
の
特
定
屋
外
タ

ン
ク
貯
蔵
所

三
百

ン
ク
貯
蔵
所

二
百

十
五
万
円

九
十
五
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（７）

（７）

大
数
量
が
三
十
万
キ

大
数
量
が
三
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
四

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
四

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
特
定
屋
外
タ

未
満
の
特
定
屋
外
タ

ン
ク
貯
蔵
所

三
百

ン
ク
貯
蔵
所

三
百

八
十
七
万
円

六
十
二
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（８）

（８）

大
数
量
が
四
十
万
キ

大
数
量
が
四
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

蔵
所

四
百
四
十
六

蔵
所

四
百
十
七
万

万
円

円
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ロ

岩
盤
タ
ン
ク
に
係
る

ロ

岩
盤
タ
ン
ク
に
係
る

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵

所
の
保
安
に
関
す
る
検

所
の
保
安
に
関
す
る
検

査

次
に
掲
げ
る
特
定

査

次
に
掲
げ
る
特
定

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
金
額

れ
次
に
定
め
る
金
額

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（１）

（１）

大
数
量
が
千
キ
ロ
リ

大
数
量
が
千
キ
ロ
リ

ッ
ト
ル
以
上
四
十
万

ッ
ト
ル
以
上
四
十
万

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

の
特
定
屋
外
タ
ン
ク

貯
蔵
所

二
百
六
十

貯
蔵
所

二
百
六
十

九
万
円

六
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（２）

（２）

大
数
量
が
四
十
万
キ

大
数
量
が
四
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
五

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
五

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
特
定
屋
外
タ

未
満
の
特
定
屋
外
タ

ン
ク
貯
蔵
所

三
百

ン
ク
貯
蔵
所

三
百

二
十
三
万
円

十
九
万
円

危
険
物
の
貯
蔵
最

危
険
物
の
貯
蔵
最

（３）

（３）

大
数
量
が
五
十
万
キ

大
数
量
が
五
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯

蔵
所

四
百
八
十
三

蔵
所

四
百
七
十
九

万
円

万
円

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

二
十
三

消
防
法
第

１

消
防
法
第
十
七
条
の
七

二
千
九
百
円

二
十
三

消
防
法
第

１

消
防
法
第
十
七
条
の
七

二
千
八
百
円

十
七
条
の
七
第
一

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

十
七
条
の
七
第
一

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
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項
、
第
十
七
条
の

消
防
設
備
士
免
状
の
交
付

項
、
第
十
七
条
の

消
防
設
備
士
免
状
の
交
付

八
第
三
項
及
び
第

２

（
略
）

八
第
三
項
及
び
第

２

（
略
）

十
七
条
の
十
並
び

３

消
防
法
施
行
令
第
三
十

千
九
百
円

十
七
条
の
十
並
び

３

消
防
法
施
行
令
第
三
十

千
八
百
円

に
消
防
法
施
行
令

六
条
の
六
第
一
項
の
規
定

に
消
防
法
施
行
令

六
条
の
六
第
一
項
の
規
定

（
昭
和
三
十
六
年

に
基
づ
く
消
防
設
備
士
免

（
昭
和
三
十
六
年

に
基
づ
く
消
防
設
備
士
免

政
令
第
三
十
七
号

状
の
再
交
付

政
令
第
三
十
七
号

状
の
再
交
付

）
第
三
十
六
条
の

４

消
防
法
第
十
七
条
の
八

イ

甲
種
消
防
設
備
士
試

）
第
三
十
六
条
の

４

消
防
法
第
十
七
条
の
八

イ

甲
種
消
防
設
備
士
試

五
及
び
第
三
十
六

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

験

五
千
七
百
円

五
及
び
第
三
十
六

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

験

五
千
円

条
の
六
第
一
項
の

消
防
設
備
士
試
験
の
実
施

ロ

乙
種
消
防
設
備
士
試

条
の
六
第
一
項
の

消
防
設
備
士
試
験
の
実
施

ロ

乙
種
消
防
設
備
士
試

規
定
に
基
づ
く
消

験

三
千
八
百
円

規
定
に
基
づ
く
消

験

三
千
四
百
円

防
設
備
士
に
関
す

５

（
略
）

防
設
備
士
に
関
す

５

（
略
）

る
事
務

る
事
務

二
十
四
～
三
十
三

（
略
）

二
十
四
～
三
十
三

（
略
）

三
十
四

火
薬
類
取

火
薬
類
取
締
法
第
十
九
条
第

二
千
百
円

三
十
四

火
薬
類
取

火
薬
類
取
締
法
第
十
九
条
第

二
千
四
百
円

締
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
運
搬

締
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
運
搬

一
項
の
規
定
に
基

証
明
書
の
交
付

一
項
の
規
定
に
基

証
明
書
の
交
付

づ
く
運
搬
証
明
書

づ
く
運
搬
証
明
書

の
交
付
に
関
す
る

の
交
付
に
関
す
る

事
務

事
務

三
十
五
～
三
十
七
の
二

（
略
）

三
十
五
～
三
十
七
の
二

（
略
）

三
十
八

質
屋
営
業

１

質
屋
営
業
法
第
二
条
第

二
万
二
千
円

三
十
八

質
屋
営
業

１

質
屋
営
業
法
第
二
条
第

二
万
五
千
円

法
（
昭
和
二
十
五

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
質

法
（
昭
和
二
十
五

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
質

年
法
律
第
百
五
十

屋
営
業
の
許
可
の
申
請
に

年
法
律
第
百
五
十

屋
営
業
の
許
可
の
申
請
に

八
号
）
第
二
条
第

対
す
る
審
査

八
号
）
第
二
条
第

対
す
る
審
査

一
項
並
び
に
第
八

２
～
５

（
略
）

一
項
並
び
に
第
八

２
～
５

（
略
）

条
第
一
項
及
び
第

条
第
一
項
及
び
第

四
項
の
規
定
に
基

四
項
の
規
定
に
基

づ
く
質
屋
営
業
の

づ
く
質
屋
営
業
の

許
可
又
は
同
法
第

許
可
又
は
同
法
第

四
条
第
一
項
及
び

四
条
第
一
項
及
び
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第
八
条
第
二
項
の

第
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
く
営

規
定
に
基
づ
く
営

業
内
容
の
変
更
に

業
内
容
の
変
更
に

関
す
る
事
務

関
す
る
事
務

三
十
九

建
築
士
法

１

建
築
士
法
第
四
条
第
二

一
万
九
千
二
百
円

三
十
九

建
築
士
法

１

建
築
士
法
第
四
条
第
二

一
万
八
千
円

（
昭
和
二
十
五
年

項
の
規
定
に
基
づ
く
二
級

（
昭
和
二
十
五
年

項
の
規
定
に
基
づ
く
二
級

法
律
第
二
百
二
号

建
築
士
又
は
木
造
建
築
士

法
律
第
二
百
二
号

建
築
士
又
は
木
造
建
築
士

）
第
四
条
第
二
項

の
免
許

）
第
四
条
第
二
項

の
免
許

、
第
五
条
第
一
項

２

建
築
士
法
第
十
三
条
の

一
万
七
千
七
百
円

、
第
五
条
第
一
項

２

建
築
士
法
第
十
三
条
の

一
万
六
千
九
百
円

及
び
第
二
項
並
び

規
定
に
基
づ
く
二
級
建
築

及
び
第
二
項
並
び

規
定
に
基
づ
く
二
級
建
築

に
第
十
三
条
の
規

士
試
験
又
は
木
造
建
築
士

に
第
十
三
条
の
規

士
試
験
又
は
木
造
建
築
士

定
に
基
づ
く
二
級

試
験
の
実
施

定
に
基
づ
く
二
級

試
験
の
実
施

建
築
士
又
は
木
造

建
築
士
又
は
木
造

建
築
士
の
免
許
に

建
築
士
の
免
許
に

関
す
る
事
務

関
す
る
事
務

四
十
～
五
十
三

（
略
）

四
十
～
五
十
三

（
略
）

五
十
四

高
圧
ガ
ス

高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令
第

イ

（
略
）

五
十
四

高
圧
ガ
ス

高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令
第

イ

（
略
）

保
安
法
施
行
令
第

十
八
条
第
二
項
第
三
号
の
規

ロ

繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ

保
安
法
施
行
令
第

十
八
条
第
二
項
第
三
号
の
規

ロ

繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ

十
八
条
第
二
項
第

定
に
基
づ
く
高
圧
ガ
ス
保
安

ッ
ク
複
合
容
器
又
は
圧

十
八
条
第
二
項
第

定
に
基
づ
く
高
圧
ガ
ス
保
安

ッ
ク
複
合
容
器
又
は
圧

三
号
の
規
定
に
基

法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規

縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

三
号
の
規
定
に
基

法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規

縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

づ
く
高
圧
ガ
ス
保

定
す
る
容
器
検
査
又
は
同
令

料
装
置
用
容
器
（
イ
に

づ
く
高
圧
ガ
ス
保

定
す
る
容
器
検
査
又
は
同
令

料
装
置
用
容
器
（
イ
に

安
法
第
四
十
四
条

第
十
八
条
第
二
項
第
四
号
の

規
定
す
る
容
器
を
除
く

安
法
第
四
十
四
条

第
十
八
条
第
二
項
第
四
号
の

規
定
す
る
容
器
を
除
く

第
一
項
並
び
に
第

規
定
に
基
づ
く
同
法
第
四
十

。
）
に
係
る
容
器
検
査

第
一
項
並
び
に
第

規
定
に
基
づ
く
同
法
第
四
十

。
）
に
係
る
容
器
検
査

四
十
五
条
第
一
項

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
容

又
は
容
器
再
検
査

次

四
十
五
条
第
一
項

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
容

又
は
容
器
再
検
査

次

及
び
第
二
項
に
規

器
再
検
査

に
掲
げ
る
容
器
の
区
分

及
び
第
二
項
に
規

器
再
検
査

に
掲
げ
る
容
器
の
区
分

定
す
る
容
器
検
査

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

定
す
る
容
器
検
査

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

又
は
同
令
第
十
八

に
定
め
る
金
額

又
は
同
令
第
十
八

に
定
め
る
金
額

条
第
二
項
第
四
号

～

（
略
）

条
第
二
項
第
四
号

～

（
略
）

（１）

（３）

（１）

（３）

の
規
定
に
基
づ
く

内
容
積
一
リ
ッ
ト

の
規
定
に
基
づ
く

内
容
積
一
リ
ッ
ト

（４）

（４）

同
法
第
四
十
九
条

ル
以
上
五
リ
ッ
ト
ル

同
法
第
四
十
九
条

ル
以
上
五
リ
ッ
ト
ル
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第
一
項
、
第
三
項

未
満
の
容
器

一
個

第
一
項
、
第
三
項

未
満
の
容
器

一
個

及
び
第
四
項
に
規

に
つ
き
百
六
十
円

及
び
第
四
項
に
規

に
つ
き
百
八
十
円

定
す
る
容
器
再
検

（
略
）

定
す
る
容
器
再
検

（
略
）

（５）

（５）

査
に
関
す
る
事
務

ハ

高
強
度
鋼
容
器
（
イ

査
に
関
す
る
事
務

ハ

高
強
度
鋼
容
器
（
イ

又
は
ロ
に
規
定
す
る
容

又
は
ロ
に
規
定
す
る
容

器
を
除
く
。
）
に
係
る

器
を
除
く
。
）
に
係
る

容
器
検
査
又
は
容
器
再

容
器
検
査
又
は
容
器
再

検
査

次
に
掲
げ
る
容

検
査

次
に
掲
げ
る
容

器
の
区
分
に
応
じ
、
そ

器
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金

額

額

内
容
積
三
十
リ
ッ

内
容
積
三
十
リ
ッ

（１）

（１）

ト
ル
以
上
の
容
器

ト
ル
以
上
の
容
器

一
個
に
つ
き
二
百
十

一
個
に
つ
き
二
百
二

円
に
十
リ
ッ
ト
ル
又

十
円
に
十
リ
ッ
ト
ル

は
十
リ
ッ
ト
ル
に
満

又
は
十
リ
ッ
ト
ル
に

た
な
い
端
数
を
増
す

満
た
な
い
端
数
を
増

ご
と
に
三
円
を
加
え

す
ご
と
に
四
円
を
加

た
金
額

え
た
金
額

内
容
積
五
リ
ッ
ト

内
容
積
五
リ
ッ
ト

（２）

（２）

ル
以
上
三
十
リ
ッ
ト

ル
以
上
三
十
リ
ッ
ト

ル
未
満
の
容
器

一

ル
未
満
の
容
器

一

個
に
つ
き
二
百
十
円

個
に
つ
き
二
百
二
十

円

・

（
略
）

・

（
略
）

（３）

（４）

（３）

（４）

ニ

そ
の
他
の
容
器
に
係

ニ

そ
の
他
の
容
器
に
係

る
容
器
検
査
又
は
容
器

る
容
器
検
査
又
は
容
器

再
検
査

次
に
掲
げ
る

再
検
査

次
に
掲
げ
る

容
器
の
区
分
に
応
じ
、

容
器
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
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金
額

金
額

～

（
略
）

～

（
略
）

（１）

（６）

（１）

（６）

内
容
積
一
リ
ッ
ト

内
容
積
一
リ
ッ
ト

（７）

（７）

ル
未
満
の
容
器

一

ル
未
満
の
容
器

一

個
に
つ
き
八
十
円

個
に
つ
き
九
十
円

五
十
五
～
六
十
四

（
略
）

五
十
五
～
六
十
四

（
略
）

六
十
五

核
原
料
物

１

（
略
）

六
十
五

核
原
料
物

１

（
略
）

質
、
核
燃
料
物
質

２

核
原
料
物
質
、
核
燃
料

五
千
四
百
円

質
、
核
燃
料
物
質

２

核
原
料
物
質
、
核
燃
料

四
千
六
百
円

及
び
原
子
炉
の
規

物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

及
び
原
子
炉
の
規

物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

制
に
関
す
る
法
律

に
関
す
る
法
律
第
五
十
九

制
に
関
す
る
法
律

に
関
す
る
法
律
第
五
十
九

（
昭
和
三
十
二
年

条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ

（
昭
和
三
十
二
年

条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ

法
律
第
百
六
十
六

く
運
搬
証
明
書
の
書
換
え

法
律
第
百
六
十
六

く
運
搬
証
明
書
の
書
換
え

号
）
第
五
十
九
条

３

（
略
）

号
）
第
五
十
九
条

３

（
略
）

第
五
項
、
第
九
項

第
五
項
、
第
九
項

及
び
第
十
項
の
規

及
び
第
十
項
の
規

定
に
基
づ
く
運
搬

定
に
基
づ
く
運
搬

証
明
書
に
関
す
る

証
明
書
に
関
す
る

事
務

事
務

六
十
六

銃
砲
刀
剣

１

（
略
）

六
十
六

銃
砲
刀
剣

１

（
略
）

類
所
持
等
取
締
法

２

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取

三
千
九
百
円
（
当
該
申
請

類
所
持
等
取
締
法

２

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取

三
千
九
百
円
（
当
該
申
請

（
昭
和
三
十
三
年

締
法
第
六
条
第
一
項
の
規

を
行
う
者
が
当
該
都
道
府

（
昭
和
三
十
三
年

締
法
第
六
条
第
一
項
の
規

を
行
う
者
が
当
該
都
道
府

法
律
第
六
号
）
第

定
に
基
づ
く
国
際
競
技
に

県
に
お
い
て
同
時
に
他
の

法
律
第
六
号
）
第

定
に
基
づ
く
国
際
競
技
に

県
に
お
い
て
同
時
に
他
の

四
条
第
一
項
、
第

参
加
す
る
た
め
入
国
す
る

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締

四
条
第
一
項
、
第

参
加
す
る
た
め
入
国
す
る

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締

四
条
の
四
第
一
項

外
国
人
の
銃
砲
又
は
刀
剣

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定

四
条
の
四
第
一
項

外
国
人
の
銃
砲
又
は
刀
剣

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定

、
第
六
条
第
一
項

類
の
所
持
の
許
可
の
申
請

に
基
づ
く
許
可
の
申
請
を

、
第
六
条
第
一
項

類
の
所
持
の
許
可
の
申
請

に
基
づ
く
許
可
の
申
請
を

、
第
七
条
第
一
項

に
対
す
る
審
査

行
う
場
合
に
お
け
る
当
該

、
第
七
条
第
一
項

に
対
す
る
審
査

行
う
場
合
に
お
け
る
当
該

及
び
第
二
項
並
び

他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ

及
び
第
二
項
並
び

他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ

に
第
七
条
の
三
第

く
許
可
の
申
請
に
係
る
審

に
第
七
条
の
三
第

く
許
可
の
申
請
に
係
る
審

二
項
の
規
定
に
基

査
に
あ
っ
て
は
、
千
八
百

二
項
の
規
定
に
基

査
に
あ
っ
て
は
、
千
六
百

づ
く
銃
砲
又
は
刀

円
）

づ
く
銃
砲
又
は
刀

円
）
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剣
類
の
所
持
の
許

３

（
略
）

剣
類
の
所
持
の
許

３

（
略
）

可
に
関
す
る
事
務

４

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取

千
九
百
円

可
に
関
す
る
事
務

４

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取

二
千
二
百
円

締
法
第
七
条
第
二
項
の
規

締
法
第
七
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
く
許
可
証
の
再

定
に
基
づ
く
許
可
証
の
再

交
付

交
付

５

（
略
）

５

（
略
）

六
十
六
の
二
～
七
十
二
の
二

（
略
）

六
十
六
の
二
～
七
十
二
の
二

（
略
）

七
十
二
の
三

道
路

１
～
４

（
略
）

七
十
二
の
三

道
路

１
～
４

（
略
）

交
通
法
第
五
十
一

５

道
路
交
通
法
第
五
十
一

千
八
百
円

交
通
法
第
五
十
一

５

道
路
交
通
法
第
五
十
一

二
千
円

条
の
十
三
第
一
項

条
の
十
三
第
一
項
の
規
定

条
の
十
三
第
一
項

条
の
十
三
第
一
項
の
規
定

の
規
定
に
基
づ
く

に
基
づ
く
駐
車
監
視
員
資

の
規
定
に
基
づ
く

に
基
づ
く
駐
車
監
視
員
資

駐
車
監
視
員
に
関

格
者
証
の
再
交
付

駐
車
監
視
員
に
関

格
者
証
の
再
交
付

す
る
事
務

す
る
事
務

七
十
三
～
八
十
三

（
略
）

七
十
三
～
八
十
三

（
略
）

八
十
四

液
化
石
油

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確

一
万
七
千
円
に
変
更
に
係

八
十
四

液
化
石
油

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確

一
万
九
千
円
に
変
更
に
係

ガ
ス
の
保
安
の
確

保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関

る
充
て
ん
設
備
の
数
を
乗

ガ
ス
の
保
安
の
確

保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関

る
充
て
ん
設
備
の
数
を
乗

保
及
び
取
引
の
適

す
る
法
律
第
三
十
七
条
の
四

じ
て
得
た
金
額

保
及
び
取
引
の
適

す
る
法
律
第
三
十
七
条
の
四

じ
て
得
た
金
額

正
化
に
関
す
る
法

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

正
化
に
関
す
る
法

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

律
第
三
十
七
条
の

同
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一

律
第
三
十
七
条
の

同
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一

四
第
三
項
に
お
い

項
の
規
定
に
基
づ
く
充
て
ん

四
第
三
項
に
お
い

項
の
規
定
に
基
づ
く
充
て
ん

て
準
用
す
る
同
法

設
備
の
所
在
地
、
構
造
、
設

て
準
用
す
る
同
法

設
備
の
所
在
地
、
構
造
、
設

第
三
十
七
条
の
二

備
又
は
装
置
の
変
更
の
許
可

第
三
十
七
条
の
二

備
又
は
装
置
の
変
更
の
許
可

第
一
項
の
規
定
に

の
申
請
に
対
す
る
審
査

第
一
項
の
規
定
に

の
申
請
に
対
す
る
審
査

基
づ
く
充
て
ん
設

基
づ
く
充
て
ん
設

備
の
所
在
地
、
構

備
の
所
在
地
、
構

造
、
設
備
又
は
装

造
、
設
備
又
は
装

置
の
変
更
の
許
可

置
の
変
更
の
許
可

に
関
す
る
事
務

に
関
す
る
事
務

八
十
五
～
八
十
七

（
略
）

八
十
五
～
八
十
七

（
略
）

八
十
八

砂
利
採
取

１

砂
利
採
取
法
第
十
六
条

三
万
三
千
九
百
円

八
十
八

砂
利
採
取

１

砂
利
採
取
法
第
十
六
条

三
万
七
千
七
百
円
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法
（
昭
和
四
十
三

の
規
定
に
基
づ
く
砂
利
の

法
（
昭
和
四
十
三

の
規
定
に
基
づ
く
砂
利
の

年
法
律
第
七
十
四

採
取
計
画
の
認
可
の
申
請

年
法
律
第
七
十
四

採
取
計
画
の
認
可
の
申
請

号
）
第
十
六
条
及

に
対
す
る
審
査
（
河
川
管

号
）
第
十
六
条
及

に
対
す
る
審
査
（
河
川
管

び
第
二
十
条
第
一

理
者
と
し
て
行
う
も
の
に

び
第
二
十
条
第
一

理
者
と
し
て
行
う
も
の
に

項
の
規
定
に
基
づ

限
る
。
）

項
の
規
定
に
基
づ

限
る
。
）

く
砂
利
の
採
取
計

２

砂
利
採
取
法
第
二
十
条

一
万
五
千
円

く
砂
利
の
採
取
計

２

砂
利
採
取
法
第
二
十
条

一
万
七
千
円

画
に
関
す
る
事
務

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

画
に
関
す
る
事
務

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

（
河
川
管
理
者
と

砂
利
の
採
取
計
画
の
変
更

（
河
川
管
理
者
と

砂
利
の
採
取
計
画
の
変
更

し
て
行
う
も
の
に

の
認
可
の
申
請
に
対
す
る

し
て
行
う
も
の
に

の
認
可
の
申
請
に
対
す
る

限
る
。
）

審
査
（
河
川
管
理
者
と
し

限
る
。
）

審
査
（
河
川
管
理
者
と
し

て
行
う
も
の
に
限
る
。
）

て
行
う
も
の
に
限
る
。
）

八
十
九
～
九
十
二

（
略
）

八
十
九
～
九
十
二

（
略
）

九
十
三

電
気
工
事

１
・
２

（
略
）

九
十
三

電
気
工
事

１
・
２

（
略
）

業
の
業
務
の
適
正

業
の
業
務
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律

化
に
関
す
る
法
律

第
十
六
条
の
規
定

第
十
六
条
の
規
定

に
基
づ
く
登
録
電

に
基
づ
く
登
録
電

気
工
事
業
者
登
録

気
工
事
業
者
登
録

簿
の
謄
本
の
交
付

簿
の
謄
本
の
交
付

又
は
閲
覧
に
関
す

又
は
閲
覧
に
関
す

る
事
務

る
事
務

九
十
三
の
二

廃
棄

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

十
四
万
七
千
円

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

物
の
処
理
及
び
清

関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
七

掃
に
関
す
る
法
律

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
二

（
昭
和
四
十
五
年

以
上
の
事
業
者
に
よ
る
産
業

法
律
第
百
三
十
七

廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
例

号
）
第
十
二
条
の

の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審

七
第
一
項
の
規
定

査

に
基
づ
く
二
以
上

の
事
業
者
に
よ
る



- 25 -

産
業
廃
棄
物
の
処

理
に
係
る
特
例
の

認
定
に
関
す
る
事

務
九
十
三
の
三

廃
棄

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

十
三
万
四
千
円

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

物
の
処
理
及
び
清

関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
七

掃
に
関
す
る
法
律

第
七
項
の
規
定
に
基
づ
く
二

第
十
二
条
の
七
第

以
上
の
事
業
者
に
よ
る
産
業

七
項
の
規
定
に
基

廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
例

づ
く
二
以
上
の
事

の
認
定
に
係
る
事
項
の
変
更

業
者
に
よ
る
産
業

の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審

廃
棄
物
の
処
理
に

査

係
る
特
例
の
認
定

に
係
る
事
項
の
変

更
の
認
定
に
関
す

る
事
務

九
十
四

廃
棄
物
の

１
～
４

（
略
）

九
十
四

廃
棄
物
の

１
～
４

（
略
）

処
理
及
び
清
掃
に

処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
第
十

関
す
る
法
律
（
昭

四
条
第
一
項
、
第

和
四
十
五
年
法
律

二
項
、
第
六
項
及

第
百
三
十
七
号
）

び
第
七
項
の
規
定

第
十
四
条
第
一
項

に
基
づ
く
産
業
廃

、
第
二
項
、
第
六

棄
物
処
理
業
の
許

項
及
び
第
七
項
の

可
に
関
す
る
事
務

規
定
に
基
づ
く
産

業
廃
棄
物
処
理
業

の
許
可
に
関
す
る

事
務

九
十
五
～
～
百
一

（
略
）

九
十
五
～
～
百
一

（
略
）

百
二

警
備
業
法
第

１
・
２

（
略
）

百
二

警
備
業
法
第

１
・
２

（
略
）
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二
十
二
条
第
二
項

３

警
備
業
法
第
二
十
二
条

千
八
百
円

二
十
二
条
第
二
項

３

警
備
業
法
第
二
十
二
条

二
千
円

、
第
五
項
、
第
六

第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く

、
第
五
項
、
第
六

第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く

項
及
び
第
八
項
の

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者

項
及
び
第
八
項
の

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者

規
定
に
基
づ
く
警

資
格
者
証
の
書
換
え

規
定
に
基
づ
く
警

資
格
者
証
の
書
換
え

備
員
指
導
教
育
責

４
・
５

（
略
）

備
員
指
導
教
育
責

４
・
５

（
略
）

任
者
に
関
す
る
事

任
者
に
関
す
る
事

務

務

百
三

警
備
業
法
第

１
・
２

（
略
）

百
三

警
備
業
法
第

１
・
２

（
略
）

四
十
二
条
第
二
項

３

警
備
業
法
第
四
十
二
条

千
八
百
円

四
十
二
条
第
二
項

３

警
備
業
法
第
四
十
二
条

二
千
円

並
び
に
同
条
第
三

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

並
び
に
同
条
第
三

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

項
に
お
い
て
準
用

る
同
法
第
二
十
二
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用

る
同
法
第
二
十
二
条
第
五

す
る
同
法
第
二
十

項
の
規
定
に
基
づ
く
機
械

す
る
同
法
第
二
十

項
の
規
定
に
基
づ
く
機
械

二
条
第
五
項
及
び

警
備
業
務
管
理
者
資
格
者

二
条
第
五
項
及
び

警
備
業
務
管
理
者
資
格
者

第
六
項
の
規
定
に

証
の
書
換
え

第
六
項
の
規
定
に

証
の
書
換
え

基
づ
く
機
械
警
備

４
・
５

（
略
）

基
づ
く
機
械
警
備

４
・
５

（
略
）

業
務
管
理
者
に
関

業
務
管
理
者
に
関

す
る
事
務

す
る
事
務

百
四
～
百
五
の
二

（
略
）

百
四
～
百
五
の
二

（
略
）

百
六

自
動
車
運
転

１

自
動
車
運
転
代
行
業
の

一
万
二
千
円

百
六

自
動
車
運
転

１

自
動
車
運
転
代
行
業
の

一
万
三
千
円

代
行
業
の
業
務
の

業
務
の
適
正
化
に
関
す
る

代
行
業
の
業
務
の

業
務
の
適
正
化
に
関
す
る

適
正
化
に
関
す
る

法
律
第
四
条
の
規
定
に
基

適
正
化
に
関
す
る

法
律
第
四
条
の
規
定
に
基

法
律
（
平
成
十
三

づ
く
自
動
車
運
転
代
行
業

法
律
（
平
成
十
三

づ
く
自
動
車
運
転
代
行
業

年
法
律
第
五
十
七

の
認
定
の
申
請
に
対
す
る

年
法
律
第
五
十
七

の
認
定
の
申
請
に
対
す
る

号
）
第
四
条
、
第

審
査

号
）
第
四
条
、
第

審
査

五
条
第
二
項
及
び

２

自
動
車
運
転
代
行
業
の

千
七
百
円

五
条
第
二
項
及
び

２

自
動
車
運
転
代
行
業
の

千
九
百
円

第
五
項
並
び
に
第

業
務
の
適
正
化
に
関
す
る

第
五
項
並
び
に
第

業
務
の
適
正
化
に
関
す
る

八
条
第
三
項
の
規

法
律
第
五
条
第
五
項
の
規

八
条
第
三
項
の
規

法
律
第
五
条
第
五
項
の
規

定
に
基
づ
く
自
動

定
に
基
づ
く
認
定
証
の
再

定
に
基
づ
く
自
動

定
に
基
づ
く
認
定
証
の
再

車
運
転
代
行
業
の

交
付

車
運
転
代
行
業
の

交
付

認
定
に
関
す
る
事

３

（
略
）

認
定
に
関
す
る
事

３

（
略
）
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務

務

百
六
の
二
・
百
六
の
三

（
略
）

百
六
の
二
・
百
六
の
三

（
略
）

百
六
の
四

使
用
済

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化

六
万
七
千
円

百
六
の
四

使
用
済

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化

七
万
五
千
円

自
動
車
の
再
資
源

等
に
関
す
る
法
律
第
七
十
条

自
動
車
の
再
資
源

等
に
関
す
る
法
律
第
七
十
条

化
等
に
関
す
る
法

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
破

化
等
に
関
す
る
法

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
破

律
第
七
十
条
第
一

砕
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更

律
第
七
十
条
第
一

砕
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更

項
の
規
定
に
基
づ

の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審

項
の
規
定
に
基
づ

の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審

く
破
砕
業
の
事
業

査

く
破
砕
業
の
事
業

査

の
範
囲
の
変
更
の

の
範
囲
の
変
更
の

許
可
に
関
す
る
事

許
可
に
関
す
る
事

務

務

百
七
・
百
八

（
略
）

百
七
・
百
八

（
略
）

百
九

探
偵
業
の
業

１

（
略
）

百
九

探
偵
業
の
業

１

（
略
）

務
の
適
正
化
に
関

２

探
偵
業
の
業
務
の
適
正

千
六
百
円

務
の
適
正
化
に
関

２

探
偵
業
の
業
務
の
適
正

千
五
百
円

す
る
法
律
（
平
成

化
に
関
す
る
法
律
第
四
条

す
る
法
律
（
平
成

化
に
関
す
る
法
律
第
四
条

十
八
年
法
律
第
六

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

十
八
年
法
律
第
六

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

十
号
）
第
四
条
第

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

十
号
）
第
四
条
第

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

三
項
の
規
定
に
基

る
届
出
が
あ
っ
た
こ
と
を

三
項
の
規
定
に
基

る
届
出
が
あ
っ
た
こ
と
を

づ
く
書
面
の
交
付

証
す
る
書
面
の
交
付

づ
く
書
面
の
交
付

証
す
る
書
面
の
交
付

に
関
す
る
事
務

３

探
偵
業
の
業
務
の
適
正

千
百
円

に
関
す
る
事
務

３

探
偵
業
の
業
務
の
適
正

千
円

化
に
関
す
る
法
律
第
四
条

化
に
関
す
る
法
律
第
四
条

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

届
出
が
あ
っ
た
こ
と
を
証

届
出
が
あ
っ
た
こ
と
を
証

す
る
書
面
の
再
交
付

す
る
書
面
の
再
交
付

備
考

備
考

一
・
二

（
略
）

一

こ
の
表
中
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
上
欄
に
規
定
す

る
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
を
含
む
。
）
又
は
政
令
に
お
け
る
用
語
の
意
義

及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

二

こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
は
、
当
該
下
欄
に
特
別
の
計
算
単
位
の
定
め
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の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
計
算
単
位
に
つ
い
て
の
金
額
と
し
、
そ
の
他
の

も
の
に
つ
い
て
は
一
件
に
つ
い
て
の
金
額
と
す
る
。


